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厚生年金基金の制度見直し～主なポイントと基金にとっての選択肢 

昨年の6月19日に「厚生年金基金制度見直し法」が成立しています。今回の年金ニュース解

説では、見直し内容のポイントを確認し、あわせて各基金にとっての選択肢を考えます。 

 

制度見直し法の成立 

厚生年金基金制度の在り方についての検討

は、一昨年2月のAIJ事件発生を契機として始ま

り、厚生労働省における有識者会議や社会保障

審議会専門委員会において議論が行われてきま

した。そして、昨年の6月19日には厚生年金基金

制度見直し法1が国会で可決・成立しています。 

また、政省令等についても昨年の11月にパブ

リックコメント手続きに付されています。現在は公

布・発出を待っている状況です2。 

今回の年金ニュース解説では、多岐に渡る制

度見直し項目のうち、特にポイントとなる部分に

焦点をあてて解説をし、あわせて各基金にとって

の選択肢を考えてみたいと思います3。 

 

                                                 
1 正式な名称は「公的年金制度の健全性及び信頼性の確

保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」であ

る。 
2 厚生労働省は今年の1月29日に事務連絡を発出し、政省

令等の改正予定の内容を明らかにしている。 
3 なお、本稿の記載は「6月に成立した制度見直し法」およ

び「11月にパブコメ手続きに付された政省令案」に基づいて

いる。 

制度見直し法のポイント 

厚生年金基金の制度見直し法のポイントは以

下の4点です。 

① 法の施行日4以後は、厚生年金基金の新

設を認めない。 

② 施行日から5年間の時限措置として特例

解散制度を見直す。分割納付における事

業所間の連帯債務を外すなど、基金の解

散時に国に納付する最低責任準備金の納

付期限・納付方法の特例を設ける。 

③ 施行日から5年後以降は、代行資産保全

の観点から設定した基準を満たさない基

金については、厚生労働大臣が第三者委

員会の意見を聴いて、解散命令を発動で

きる。 

④ 上乗せ給付の受給権保全を支援するため、

厚生年金基金から他の企業年金等への

積立金の移行について特例を設ける。 

これらのうち既存の基金にとって特に影響が

大きい項目は②と③です。 

まず②について、「特例解散制度は施行日か

                                                 
4 政令案では2014年4月1日 
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ら5年間の時限措置」になりますので、代行割れ

の状態にある基金が特例解散を選択する場合5

には、その間に申請しなければなりません。 

また、③については、「5年経過後に一定の基

準を満たさなければ解散命令もあり得る」という

ことですので、存続を志向する基金はこの基準を

満たし続ける必要があります。多くの総合基金に

とってはかなり厳しい制約になるものと思われま

す。 

 

基金制度見直しのプロセス 

図表１は「基金制度見直しの全体像」を図柄に

したものです。 

まず、施行日から5年後までの間は、特例解散

制度が設けられます。 

すなわち、代行割れ基金が解散を行う場合は、

                                                 
5 特例解散が認められた場合、解散に伴う事業所の負担が

小さくなる可能性がある（後述）。 

特例解散を申請することが可能になります6。特

例解散を申請した場合、解散時に国に返す金額

を、最低責任準備金ではなく減額責任準備金相

当額まで減額することができます。ここで、減額

責任準備金相当額というのは、基金設立時に遡

っていわゆる「コロガシ方式」で算出した額のこと

です。これは特例解散の場合の「納付額の特例」

と呼ばれるものです。 

特例解散を申請した場合には「分割納付の特

例」という仕組みも利用可能になります。分割納

付の特例とは、いわゆる代行割れで解散する場

合、最低責任準備金と純資産の差額を一括では

なく分割で納付できるという仕組みです。 

「分割納付の特例」の仕組みは従来もありまし

たが、今回、一部修正になりました。まず事業所

間の連帯債務制度が廃止7され、また分割納付

                                                 
6 ただし、一定の要件を満たさなければならない。 
7 解散時に各事業所の債務が確定する。 

図表１：基金制度見直しのプロセス 

（出所）野村證券フィデューシャリー・サービス研究センター作成
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に関わる利息も従前の変動金利方式から固定金

利方式に改定されます8。 

この二つは、従来の分割納付制度に対する見

直し要望が強かった部分であり、今回の改正で

「代行割れ基金が特例解散を選択し易くなるよう

な環境が整えられた」と言えます。なお、分割納

付期間についても最長30年までの延長が可能と

なりました。 

次に、施行日から5年後以降は、基金の存続

ルールが厳しくなります。 

すなわち、施行日から5年経過後に基金を存

続するには、毎事業年度末に「純資産が最低積

立基準額を上回る」または「純資産が最低責任

準備金の1.5倍を上回る」ことが条件になります。

そして、この条件を満たさない基金については、

厚生労働大臣が解散命令を出せることとされて

います。なお、この際には特例解散の仕組みは

ありません。 

また、当局による基金のモニタリングの仕組み

も強化される方向です。政省令案によると、平成

26年4月から「毎月末時点の最低責任準備金・

純資産額」、および「四半期毎の積立金時価額・

資産構成割合」の報告が必要になります。さらに、

法施行日から5年後以降は、四半期毎に「母体

企業の経営の状況」の報告が必要になると共に、

業務委託先（総幹事）に所属していない年金数理

人による財政診断も行われることになります。 

 

最低責任準備金の算出方法 

法施行後の5年間は、解散・代行返上時の最

低責任準備金の算出方法を、基金が選択するこ

とができることになりました（図表2）。 

いわゆる「期ずれの有無（2通り）」および「代行

                                                 
8 国債の利回りを勘案して厚生労働大臣が定める利率が

適用される。 

給付費の算定方法（4通り）」を基金が選択するこ

とができます。解散・代行返上を行う基金は最も

負担の小さい方法を選択することになるものと思

われます9。 

特に、「期ズレを解消するかしないか」の選択

は、適用される付利利率の水準が高い場合10に

は、最低責任準備金額に与える影響が大きくな

るものと思われます。算出方法の選択と解散・代

行返上時期の選択は、基金にとって難しい判断

になりそうです。 

 

前納 

今回の制度見直しにおいて、「代行資産の前

納」の仕組みが盛り込まれました。 

解散・代行返上の認可前であっても、将来分

返上の認可後であれば「最低責任準備金の全部

または一部を国に返済できる」というもので、従

来には無かった仕組みです。 

                                                 
9 代行給付費の算定方法のうち「7号方式」は、過去に採用

実績がなく実務負担も大きい。そのため、現実的な選択肢

にはなりにくい。 
10 「期ずれ有り」の場合、平成25年は年2.17%、平成26年

は年9.57%が適用される。 

図表2：解散・代行返上時の 

最低責任準備金算出方法 

期ずれ
以下の2通りから選択
①期ずれを解消する
②期ずれを解消しない

代行給付費
の

把握方法

以下の4通りから選択
①7号方式
②みなし7号方式
③年齢階級別3区分係数
④0.875(一律設定）

(注）法施行日から5年間の時限措置

(出所）野村證券フィデューシャリー・サービス研究セン
ター作成
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制度創設の趣旨は、「代行資産の早期返還に

よる代行リスクの縮小」であると思われます。国

にとっても代行資産が毀損することを防げますし、

また、基金にとっても国から預かっている代行部

分に関わる運用リスクを縮小することができま

す。 

従来の解散処理では、解散の認可がおりてか

ら最低責任準備金を返還する仕組みでした。し

かしながら、解散のためには加入員等の記録整

理事務を行う必要があり、非常に長い時間がか

かります11。その間、基金は代行部分の運用を続

ける必要がありました。 

しかし、前納という仕組みが設けられたことで、

記録整理の完了を待たずに代行資産の返還が

可能になります。また、最低責任準備金のうち前

納を行った金額相当については、前納日以後は

付利がされなくなります。従って、基金は前納を

行うことで、代行部分の運用リスクから、一部で

はありますが、解放されることになります。 

解散・代行返上を選択する基金にとっては、前

納を利用するかどうかも判断のポイントになりま

す。 

 

基金の積立状況 

以上が、多岐に渡る基金制度見直し項目のう

ち、各基金が今後の方針を検討するうえで、特に

ポイントになると思われる項目です。これを前提

にした場合、各基金にとっての選択肢はある程

度限定されてきます。 

まず、基金の財政状況の分布を確認します。

図表3は厚生年金基金の最低責任準備金に対

する積立比率の状況をまとめたものです。 

平成23年度と平成24年度を比較すると、代行

割れ基金の割合は全体の約4割から2割に減少

                                                 
11 一般的には1年から1年半程度の時間を要する。 

しています。 

一つの要因は「好調な運用実績」だと考えられ

ますが、もう一つの要因として「最低責任準備金

算出方法の選択」が挙げられます。 

この資料の平成24年度の最低責任準備金は

「基金が精緻化の選択を適用可能」としています

ので、期ずれの有無等については、最低責任準

備金が最も小さくなる方法を採用しているものと

思われます。 

また、積立比率が1から1.5の間にある基金の

割合は約5割から7割まで増加しています。一方、

積立比率が1.5を超える基金の割合には変化が

ありません。 

なお、この表を見て気がつくのは基金数が大

きく減少していることです。この1年で160に近い

基金が減少しており、比率では前年の約7割とな

っています。これは、実際に解散した基金に加え

て、解散内諾済みおよび将来返上済みの137基

金を除いているためです。 

 

代行割れ基金にとっての選択肢 

代行割れ基金にとっては、現実的には「基金

の解散」もしくは「（代行割れを解消しての）代行

返上」が選択肢になると言えます。 

図表3：最低責任準備金に対する積立状況 

平成23年度末 平成24年度末

積立比率<1 210基金(約4割）  72基金(約2割）

1≦積立比率<1 303基金(約5割） 288基金(約7割）

1.5≦積立比率  49基金(約1割）  46基金(約1割）

計  562基金  406基金

(注)平成23年度末は、精緻化（期ずれの解消及び0.875の見直し
後）の最低責準をごく粗く推計したもの、平成24年度末は、基金
が精緻化の適用を選択可能とした場合の最低責準をごく粗く推
計し集計したもの。

(出所）社会保障審議会企業年金部会資料より野村證券フィ
デューシャリー・サービス研究センター作成
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もちろん、原理的には、5年の間に最低責任準

備金に対する積立比率を1.5以上まで引き上げ

れば、存続も可能です。 

しかし、現在の仕組みでは、基金の運用が好

調な時期は国の厚生年金の運用利回りも好調で

あることが多いため、厚生年金本体の利回りを

基金が大きく凌駕し続けることは困難であると思

われます。 

従って、基金の進路の選択にあたっては、「い

つの時期に解散あるいは代行返上を行うか」が

ポイントになるでしょう。 

最近の好調な運用環境を背景にして、国を上

回る運用利回りを継続的に獲得することができ

れば、代行割れの金額は小さくなりますし、代行

割れを解消する可能性もあります。 

まずは、代行割れの解消を目指した努力をす

るのが、原則的な選択肢になると言えます。代行

割れを解消できれば、代行返上によるDB移行も

選択肢になります。 

一方で、基金を継続するということは、「基金運

営に伴うリスクも継続する」ということを意味しま

す。そのリスクを回避するために、「代行割れ金

額を解散時に負担する」という前提で、「早期に

解散を行う」という選択肢も考えられます。その

場合は、特例解散の活用もできます。 

 

積立比率が1から1.5の基金にとっての選択肢 

最低責任準備金に対する積立比率が1から

1.5の間にある基金にとっては、多くの選択肢が

あります。 

① 積立比率を1.5超まで改善して基金を存

続させる。 

② 代行返上もしくは解散を行う。ただし、そ

の時期は遅く設定し、当面は財政状況の

改善を図る。 

③ 代行返上もしくは解散を極力早く行う。特

に代行資産については前納を利用して早 

めに返還する。 

どの選択肢とするかは、「資産運用によって財

政が改善する見通しがどの程度あるか」という点

と「基金を継続することのリスクやコスト12」を比較

考量して判断することになると思われます。 

 

健全基金にとっての選択肢 

最低責任準備金に対する積立比率が1.5を超

えている基金の場合は、「厚生年金基金として存

続するか」あるいは「解散または代行返上して他

の制度に移行するか」の選択となります。 

ここでポイントとなるのが、法施行後5年以降

の「基金の存続条件」と「強化されるモニタリング

への対応」です。 

前記したように、法施行日から5年経過後は、

毎事業年度末に「純資産が最低積立基準額を上

回る」または「純資産が最低責任準備金の1.5倍

を上回る」ことが基金存続の条件になります。継

続的にこの条件を満たせるかどうかが、基金存

続の可否を判断する一つ目のポイントです。 

また、法施行日から5年経過後は、基金に対し

て、DB制度よりも厳しい当局によるモニタリング

が課されます。それに対応するための基金の負

担も大きくなると思われますので、基金存続のメ

リットがこの負担を上回るものかどうかの判断も

必要になると考えます。 

一方で、基金を継続すれば基金制度のメリット

（厚い給付や代行資産を保有することに伴う資産

運用面でのスケールメリット等）を享受することが

できます。 

財政状態が健全な基金の場合は、これらのメ

リットとデメリットを比較して、今後の進路を検討

                                                 
12 基金を存続する場合は継続基準や非継続基準の財政

検証などの原則的な財政運営が求められる。それに対し、

解散計画や代行返上計画を当局に提出した場合は、その

計画に基づく財政運営が実施される。 
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することが課題になります。 

 

おわりに 

今回の制度見直しで、厚生年金基金制度は大

きな曲り角を迎えます。 

昭和41年に開始された厚生年金基金制度は、

最盛期には基金数が1800を超えるまでに拡大し

ましたが、今回の制度見直しにより大幅な縮小

は免れないものと思われます。 

しかしながら、現在のDB制度の枠組みや財政

運営基準も、その多くは厚生年金基金制度に適 

 
 

用されたものを受け継いでいます。基金数自体

は縮小したとしても、受給権の保護を始めとした

制度に込められた思想や理念はDB制度やDC

制度に受け継がれています。そういう意味で、厚

生年金基金制度の歴史や変遷を確認し、今後の

企業年金運営の参考にすることは大いに意義が

あるはずです。 

広く企業年金制度に携わっている人たちにとっ

ては、今回の基金制度改正内容を確認するだけ

ではなく、これまで制度が辿ってきた足跡を振り

返ってみることも、有益ではないかと考えます。 
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